
      令和６年１０月１６日 

  北海道運輸局鉄道部 

 

道南いさりび鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更認可について 

 
 

 

  

 

 

 

 

１．申請日 令和６年８月２６日 

 

２．申請者 

  道南いさりび鉄道株式会社 

  北海道函館市若松町１２番５号 

  代表取締役社長 川越 英雄 

 

３．申請概要 

  別紙のとおり 

 

４．その他 

  申請の内容は、電子政府の総合窓口（e-Gov）の下記Webページにてご覧いただけます。 

  なお、当該申請事案について、広く利用者から意見を聴くために令和６年８月３０日か

ら令和６年９月１２日までパブリックコメントを実施いたしました。いただいたご意見に

ついても、同ページに掲載しております。 

 

電子政府の総合窓口（e-Gov） 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

道南いさりび鉄道株式会社から令和６年８月２６日付けで申請のあった鉄道事業の旅客運

賃上限変更認可申請については、本日（令和６年１０月１６日）付で下記のとおり認可しま

したのでお知らせします。 

なお、実際に適用する運賃については、上限の範囲内で事業者から別途届出が必要になり

ます。 

＜お問い合わせ先＞ 

北海道運輸局鉄道部計画課 担当：呉・畑井 

電話011-290-2731（直通） 



別紙 

 

 

 

道南いさりび鉄道株式会社の鉄道事業に係る旅客運賃上限変更認可申請概要 
 

 

１．変更しようとする運賃を適用する路線 

   道南いさりび鉄道線 

   五稜郭駅～木古内駅 37.8 キロメートル 

 

 

２．申請概要 

  変更する運賃及び料金の種類、額及び適用方法（抜粋） 

 

営 業  

キロ程 

（ｋｍ） 

 

普通旅客運賃 

定期旅客運賃（１箇月） 

通勤定期 通学定期 

現行 改定 現行 改定 現行 改定 

1 190 210 7,420 8,210 4,270 4,730 

2 190 210 7,420 8,210 4,270 4,730 

3 220 250 7,420 8,210 4,270 4,730 

4 220 250 9,240 10,500 5,120 5,820 

5 220 250 9,240 10,500 5,540 6,300 

6 260 290 9,240 10,500 5,950 6,630 

7 260 290 9,240 10,500 6,350 7,090 

8 310 340 9,710 10,650 6,970 7,650 

9 310 340 9,710 10,650 7,380 8,100 

10 310 340 9,710 10,650 7,600 8,350 

11 350 380 11,120 12,090 8,680 9,420 

12 350 380 11,120 12,090 8,910 9,670 

13 350 380 11,120 12,090 8,910 9,670 

14 350 380 11,830 12,840 10,060 10,930 

15 350 380 11,830 12,840 10,060 10,930 

16 480 530 15,260 16,860 11,310 12,500 

17 480 530 15,260 16,860 11,480 12,690 

18 480 530 15,260 16,860 11,700 12,910 

19 480 530 15,990 17,650 12,050 13,300 

20 480 530 15,990 17,650 12,260 13,550 

21 600 660 19,420 21,350 12,400 13,630 

22 600 660 19,420 21,350 12,440 13,710 

23 600 660 20,120 22,140 12,570 13,820 

24 710 790 23,350 25,980 12,570 13,820 

25 710 790 23,350 25,980 12,750 14,180 



26 710 790 23,350 25,980 12,750 14,180 

27 710 790 23,350 25,980 12,940 14,410 

28 710 790 23,810 26,500 13,080 14,560 

29 850 930 26,910 29,470 13,080 14,560 

30 850 930 27,270 29,860 13,220 14,620 

31 850 930 27,270 29,860 13,630 14,900 

32 850 930 27,930 30,580 13,860 15,180 

33 980 1,080 30,470 33,570 13,900 15,300 

34 980 1,080 31,000 34,150 14,270 15,750 

35 980 1,080 31,440 34,670 14,340 15,820 

36 980 1,080 31,440 34,670 14,730 16,270 

37 980 1,080 31,990 35,260 15,200 16,790 

38 980 1,080 33,720 37,130 15,490 17,050 

※ 小児普通旅客運賃は、大人普通旅客運賃を折半し、１０円未満の端数を切り上げ１０円単位とした額。 

３箇月定期旅客運賃は、１箇月定期旅客運賃を３倍し、これを５分引きして、端数計算した額とする。 

６箇月定期旅客運賃は、１箇月定期旅客運賃を６倍し、これを１割引きして、端数計算した額とする。 

 

 

３．値上率 

  普通運賃（大 人）  8.571％ ～ 13.636％ 

  通勤定期（１箇月）  8.538％ ～ 13.636％ 

  通学定期（１箇月）   8.525％ ～ 13.718％ 

 

４．収支実績及び推定 

（単位：千円） 

 
R5 年度 R6年度 平年度（3年間合計） 

実績 推計 現行 申請 

収入合計（a） 1,901,392 2,205,850 7,011,072 7,041,857 

支出合計（b） 2,113,474 2,455,043 7,889,818 7,889,818 

配当所要額（c） 8,901 8,781 26.342 26,342 

収支率 
(a)/ (b)×100 90.0％ 89.8％ 88.9％ 89.3％ 

(a)/ (b＋c)×100 89.6％ 89.5％ 88.6％ 89.0％ 

※ 令和6年度推定は現行運賃による数値を計上。 

※ 端数処理のため、合計値と一致しない場合があります。 

 

 

５．実施予定日 令和７年４月１日 

 


